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議案第８号 

                                          

   大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案 

                                            

 大阪市立学校活性化条例（平成24年大阪市条例第86号）の一部を次のように改正する。 

 第13条第１項中「又は第39条」を削る。 

 第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条の次に次の１条を加える。 

（小学校の学級数の適正規模の確保） 

第16条 教育委員会は、小学校の学級数の規模を適正規模（児童の良好な教育環境の確 

保及び教育活動の充実を図るために望ましい小学校の学級数の規模をいう。以下同

じ。）にするよう努めなければならない。 

２ 適正規模は、学級数が12から24までであることとする。 

３ 教育委員会は、前項に定める学級数を変更するためにこの条例を改正しようとする

ときは、あらかじめ大阪市学校適正配置審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、学級数の規模が適正規模を下回る小学校であって今後も適正規模と

なる見込みがないと認めるもの（以下「適正配置対象校」という。）について、統合又

は通学区域の変更によりその学級数の規模を適正規模にするための計画（以下「学校

再編整備計画」という。）を策定しなければならない。 

５ 学校再編整備計画には、計画の実施時期、実施後の小学校の所在地その他教育委員

会規則で定める事項を記載するものとし、その内容は、適正配置対象校の学級数の規

模が適正かつ円滑に適正規模となることができるものでなければならない。 

６ 教育委員会は、学校再編整備計画を策定したときは、これを公表しなければならな

い。 

７ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定により公表した

学校再編整備計画の内容その他教育委員会規則で定める事項について、保護者等の意

見を聴かなければならない。 
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８ 前２項の規定は、学校再編整備計画の変更について準用する。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第13条第１項の改正規定は、 

公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に策定されている小学校の学級数の規模を適正な規模とす

るための計画（学級数の規模が12を下回る小学校の学級数の規模を12から24までにす

ることをその内容とするものに限る。）であってこの条例による改正後の大阪市立学

校活性化条例第16条第５項に定める要件を満たしていると教育委員会が認めるもの

は、同条第４項の規定に基づき策定された同項に規定する学校再編整備計画とみな

す。 

  令和２年２月７日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

                                        

説 明 

 小学校の学級数の規模を適正な規模とするために教育委員会が講ずべき措置に関し

必要な事項を定めるとともに、規定を整備するため、条例の一部を改正する必要がある

ので、この案を提出する次第である。 
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（参照）                                        傍線は削除 
太字は改正 

大阪市立学校活性化条例（抄） 

（校長の人事に関する意見の尊重） 

第13条 教育委員会は、教職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び 

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第36条又は第39条の規定により校長が申

し出た意見を尊重するものとする。 

２ 省 略 

（就学校指定に関する手続） 

第15条 省 略 

（小学校の学級数の適正規模の確保） 

第16条 教育委員会は、小学校の学級数の規模を適正規模（児童の良好な教育環境の確

保及び教育活動の充実を図るために望ましい小学校の学級数の規模をいう。以下同

じ。）にするよう努めなければならない。 

２ 適正規模は、学級数が12から24までであることとする。 

３ 教育委員会は、前項に定める学級数を変更するためにこの条例を改正しようとする

ときは、あらかじめ大阪市学校適正配置審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、学級数の規模が適正規模を下回る小学校であって今後も適正規模と

なる見込みがないと認めるもの（以下「適正配置対象校」という。）について、統合又

は通学区域の変更によりその学級数の規模を適正規模にするための計画（以下「学校

再編整備計画」という。）を策定しなければならない。 

５ 学校再編整備計画には、計画の実施時期、実施後の小学校の所在地その他教育委員

会規則で定める事項を記載するものとし、その内容は、適正配置対象校の学級数の規

模が適正かつ円滑に適正規模となることができるものでなければならない。 

６ 教育委員会は、学校再編整備計画を策定したときは、これを公表しなければならな

い。 
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７ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定により公表した

学校再編整備計画の内容その他教育委員会規則で定める事項について、保護者等の意

見を聴かなければならない。 

８ 前２項の規定は、学校再編整備計画の変更について準用する。 

第16条－第17条 省 略 
第17条 第18条 

 


